
 

令和３年度第 1 回 垂水区地域包括支援センター運営協議会 

 

                           

       

 

               次  第 

 

 

１  議 題    

（１） 令和 2 年度地域包括支援センターの運営状況について 

・各センターの月別実績報告書について（資料 1-1） 

・あんしんすこやかセンター連絡会等の実施状況について（資料 1-2） 

 

（２）令和 3 年度あんしんすこやかセンター事業計画書について（資料 2） 

 

（３）介護予防ケアマネジメント対象者が要介護状態となった場合の取り扱いについて 

－指定居宅介護支援事業所の選定における確認書の受理状況－（資料 3） 

 

（４）特定事業所へのサービス集中率について（資料 4） 

 



令和２年度　実績報告書（全市）

1．相談対応実績件数及び人数 

　　

介護
相談

入所・
退所
相談

認知症に
関する相

談

実態
把握

介護保
険外

サービス

基本
チェックリ

スト

成年
後見
制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

ケアマネ
ジメント
支援

困難
事例
対応

43,796 6,276 14,258 8,456 1,749 107 83,389 1,598 154 6,910 280 13,255 9,656 4,441 5,020 8,674 208,019

2,366 219 664 434 55 2 2,787 65 2 331 14 400 562 104 126 577 8,708

11,084 1,094 2,480 866 671 231 4,160 220 10 503 19 1,613 872 795 8,363 1,274 34,255

768 93 210 46 34 11 147 7 2 28 0 50 76 14 319 102 1,907

9,885 754 3,953 8,055 1,096 698 30,118 598 35 1,691 80 2,010 3,158 3,553 14,489 2,384 82,557

467 24 165 308 31 23 638 14 0 93 3 56 107 45 306 76 2,356

1,487 326 1,430 1,150 212 24 4,940 230 22 1,977 65 1,238 1,191 2,257 1,609 2,452 20,610

91 18 62 36 9 2 161 6 0 79 2 49 67 86 38 170 876

66,252 8,450 22,121 18,527 3,728 1,060 122,607 2,646 221 11,081 444 18,116 14,877 11,046 29,481 14,784 345,441

-6% 5% 15% -11% -3% -6% -37% 32% 8% 20% 9% 10% 18% -39% -1% 22% -17%

849 108 284 238 48 14 1,572 34 3 142 6 232 191 142 378 190 4,429

3,692 354 1,101 824 129 38 3,733 92 4 531 19 555 812 249 789 925 13,847

-1% 15% 20% -15% -43% -24% -52% 64% -33% 13% 19% -16% 41% -63% 7% 24% -23%

47 5 14 11 2 0 48 1 0 7 0 7 10 3 10 12 178

23,934 2,679 4,743 5,765 1,694 856 15,276 444 36 737 222 4,086 1,081 2,639 24,029 4,933 -

-1% 7% 1% -13% -5% -6% -32% 14% 0% 13% 4% 22% 3% -34% -1% 14% -

307 34 61 74 22 11 196 6 0 9 3 52 14 34 308 63 -

総合相談支援
介護予
防支援・
介護予
防ケアマ
ネジメン
ト

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント 地域支

え合い
活動推
進業務

認定
申請

その
他

合計

来所

うち時間外対応

訪問

電話

うち時間外対応

①相談対応延べ件数

前年度比
1圏域あたり（件）

②うち時間外対応件数

前年度比
1圏域あたり（件）

うち時間外対応

その他

うち時間外対応

③相談対応実人数

前年度比
1圏域あたり（人）

　※「うち時間外対応件数」とは、センターの開設時間外（休日、祝日を含む）に受付・対応した件数
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参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝ
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２．苦情件数（再掲）

３．広報啓発・緊急対応

件 件

件 件

４．介護予防ケアマネジメント

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

件 件

人 人

件 件

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

合計

延件数 42 23 26 7 8 106

センター
えがお
の窓口

サービス事業者 介護保険制度全般 その他

1.9

モニタリング 前年度比

105

実施内容 令和２年度 前年度比 １圏域あたり

広報・啓発 対象人数 238,365 0.9% 3,056.0

実人数 42 23 25 7 8

サービス
担当者会議

前年度比

回数 225,607 9.9%

実施内容 令和２年度 前年度比

緊急対応件数（事故対応等） 件数 150 -8.0%

25,264 -8.1%

１圏域あたり

地域ケア会議

開催数 145 -40.6% 1.9

参加人数 2,235 -53.5% 28.7

(内訳）協議体開催数 59 -47.3% 0.8

地域ケア会議打ち合わせ
開催数 199 -41.6% 2.6

参加人数 709 -42.3% 9.1

自センター主催の会議等
開催数 363 -44.0% 4.7

参加人数 3,383 -61.8% 43.4

小地域支え合い連絡会
開催数 459 -30.0% 5.9

参加人数 4,972 -29.4% 63.7

行政等主催の会議等
開催数 2,558 -34.3% 32.8

参加職員数 3,267 -37.0% 41.9

地域主催の会議等
開催数 2,234 -65.9% 28.6

参加職員数 3,099 -67.2% 39.7

ケアマネ等研修会
開催数 120 -61.4% 1.5

参加人数 858 -74.0% 11.0

介護リフレッシュ教室
開催数 293 -24.9% 3.8

参加人数 1,960 -47.3% 25.1

運営推進会議
開催数 316 -74.4% 4.1

参加職員数 343 -74.6% 4.4

研修
回数 1,191 -44.3% 15.3

受講職員数 1,806 -46.9% 23.2

他機関との連絡調整 件数 77,813 14.1% 997.6

住民主体活動の後方支援
参加回数 608 -60.1% 7.8

参加職員数 932 -60.6% 11.9



月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリスト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 43,796 6,276 14,258 8,456 1,749 107 83,389 1,598 154 6,910 280 13,255 9,656 4,441 5,020 8,674 208,019

うち時間外対応 2,366 219 664 434 55 2 2,787 65 2 331 14 400 562 104 126 577 8,708

来所 11,084 1,094 2,480 866 671 231 4,160 220 10 503 19 1,613 872 795 8,363 1,274 34,255

うち時間外対応 768 93 210 46 34 11 147 7 2 28 0 50 76 14 319 102 1,907

訪問 9,885 754 3,953 8,055 1,096 698 30,118 598 35 1,691 80 2,010 3,158 3,553 14,489 2,384 82,557

うち時間外対応 467 24 165 308 31 23 638 14 0 93 3 56 107 45 306 76 2,356

その他 1,487 326 1,430 1,150 212 24 4,940 230 22 1,977 65 1,238 1,191 2,257 1,609 2,452 20,610

うち時間外対応 91 18 62 36 9 2 161 6 0 79 2 49 67 86 38 170 876

合計 66,252 8,450 22,121 18,527 3,728 1,060 122,607 2,646 221 11,081 444 18,116 14,877 11,046 29,481 14,784 345,441

うち時間外対応 3,692 354 1,101 824 129 38 3,733 92 4 531 19 555 812 249 789 925 13,847

実人数 38,247 4,541 9,401 11,283 2,472 926 63,323 925 57 2,586 246 8,674 3,682 7,986 25,612 8,974 188,935

うち新規人数 23,934 2,679 4,743 5,765 1,694 856 15,276 444 36 737 222 4,086 1,081 2,639 24,029 4,933 93,154

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス事
業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 145 参加人数 2,235

延件数 42 23 26 7 8 106 開催数 59

実人数 42 23 25 7 8 105 回数 199 参加人数 709

会議数 363 参加人数 3,383

３．広報啓発・緊急対応 開催数 459 参加人数 4,972

回数 35,282 対象人数 238,365 会議数 2,558 参加職員数 3,267

回数 17,342 対象人数 113,694 会議数 2,234 参加職員数 3,099

件数 150 開催数 120 参加人数 858

開催数 293 参加人数 1,960

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 316 参加職員数 343

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち新規数

回数 1,191 受講職員数 1,806

6,330 144 6,186 1,864 30 参加回数 608 参加職員数 932

3,959 92 3,867 785 16 件数 77,813

0 0 0 開催数 1,990

予防給付 15,410 231 15,179 4,840 77

モニタリング 回数 225,607 回数 25,264

セルは合計数ではなく、当該年度の3月の数値が入っています。

セルフ型 （内数）ケース検討会

介護予防支援

サービス担当者会議

総合事業のサービスのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

（内数）協議体機能を有するもの

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの

地域主催の会議等

２．苦情件数（再掲）

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支援・
介護予防ケア
マネジメント

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント

　　地域ケア会議

センター番号：

センター名： 全市

（令和2年度 年間）

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計
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令和２年度　実績報告書（垂水区）
1．相談対応実績件数及び人数 

　　

介護
相談

入所・
退所
相談

認知症に
関する相

談

実態
把握

介護保
険外サー

ビス

基本
チェックリ

スト

成年
後見
制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

ケアマネ
ジメント支援

困難
事例
対応

3,856 570 2,021 2,547 282 9 8,489 111 31 504 22 1,368 324 299 664 858 21,955

134 14 119 78 8 0 138 1 0 14 0 36 3 3 20 29 597

471 61 240 165 65 10 331 4 0 63 0 101 15 21 516 100 2,163

49 8 23 9 2 0 6 0 0 3 0 1 1 0 61 6 169

876 82 688 1,256 206 142 4,093 78 2 211 5 157 137 71 2,292 226 10,522

56 4 21 24 3 2 39 1 0 6 0 5 3 2 59 8 233

214 23 187 200 54 5 626 24 0 202 3 113 62 94 241 120 2,168

1 0 3 6 1 1 5 0 0 2 0 2 1 0 2 2 26

5,417 736 3,136 4,168 607 166 13,539 217 33 980 30 1,739 538 485 3,713 1,304 36,808

3% -7% 27% 5% 15% -10% -47% -6% 0% 4% -47% 52% -8% -38% -6% -2% -23%

492 67 285 379 55 15 1,231 20 3 89 3 158 49 44 338 119 3,346

240 26 166 117 14 3 188 2 0 25 0 44 8 5 142 45 1,025

5% -24% 33% -36% -33% 0% -74% -50% -100% 32% - 2% -20% -77% 71% -32% -34%

22 2 15 11 1 0 17 0 0 2 0 4 1 0 13 4 93

2,485 254 709 954 252 153 1,918 57 3 103 18 516 76 156 3,058 604 -

-1% 8% 1% -8% 13% -6% -53% 8% -50% -6% -33% 42% 21% -27% -5% 6% -

226 23 64 87 23 14 174 5 0 9 2 47 7 14 278 55 -

総合相談支援
介護予
防支援・
介護予
防ケアマ
ネジメン
ト

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント 地域支え

合い活動
推進業

務

認定
申請

その
他

合計

来所

うち時間外対応

訪問

電話

うち時間外対応

①相談対応延べ件数

前年度比
1圏域あたり（件）

②うち時間外対応件数

前年度比
1圏域あたり（件）

うち時間外対応

その他

うち時間外対応

③相談対応実人数

前年度比
1圏域あたり（人）

　※「うち時間外対応件数」とは、センターの開設時間外（休日、祝日を含む）に受付・対応した件数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

R1年度 R2年度 R1年度 R2年度 R1年度 R2年度 R1年度 R2年度 R1年度 R2年度 R1年度 R2年度
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①相談対応延べ件数 ③相談対応実人数
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②うち時間外対応件数
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参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

参考：介護予防支援・

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
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２．苦情件数（再掲）

３．広報啓発・緊急対応

件 件

件 件

４．介護予防ケアマネジメント

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

件 件

人 人

件 件

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

人 人

件 件

合計

延件数 20 10 7 2 1 40

センター
えがお
の窓口

サービス事業者 介護保険制度全般 その他

1.5

モニタリング
サービス

担当者会議

40

実施内容 令和２年度 前年度比 １圏域あたり

広報・啓発 対象人数 23,571 26.6% 2,142.8

実人数 20 10 7 2 1

回数 38,581 4,058

実施内容 令和２年度 前年度比

緊急対応件数（事故対応等） 件数 17 -10.5%

前年度比

10.5%

前年度比

-10.3%

１圏域あたり

地域ケア会議

開催数 17 -55.3% 1.5

参加人数 372 -43.1% 33.8

(内訳）協議体開催数 9 -60.9% 0.8

地域ケア会議打ち合わせ
開催数 14 -33.3% 1.3

参加人数 24 -52.9% 2.2

自センター主催の会議等
開催数 33 -38.9% 3.0

参加人数 628 -39.4% 57.1

小地域支え合い連絡会
開催数 40 -51.2% 3.6

参加人数 498 -50.8% 45.3

行政等主催の会議等
開催数 256 -33.9% 23.3

参加職員数 359 -29.7% 32.6

地域主催の会議等
開催数 253 -59.3% 23.0

参加職員数 291 -64.9% 26.5

ケアマネ等研修会
開催数 4 -84.6% 0.4

参加人数 40 -89.2% 3.6

介護リフレッシュ教室
開催数 33 -31.3% 3.0

参加人数 227 -49.8% 20.6

運営推進会議
開催数 27 -89.4% 2.5

参加職員数 29 -89.2% 2.6

研修
回数 78 -62.7% 7.1

受講職員数 139 -60.4% 12.6

他機関との連絡調整 件数 5,867 -5.6% 533.4

住民主体活動の後方支援
参加回数 80 - 7.3

参加職員数 89 - 8.1



月別実績報告書 その１

介護相談
入所・

退所相談
認知症に

関する相談
実態把握

介護保険
外サービス

基本
チェックリスト

成年
後見制度

措置
高齢者
虐待

消費者
被害

電話 3,856 570 2,021 2,547 282 9 8,489 111 31 504 22 1,368 324 299 664 858 21,955

うち時間外対応 134 14 119 78 8 0 138 1 0 14 0 36 3 3 20 29 597

来所 471 61 240 165 65 10 331 4 0 63 0 101 15 21 516 100 2,163

うち時間外対応 49 8 23 9 2 0 6 0 0 3 0 1 1 0 61 6 169

訪問 876 82 688 1,256 206 142 4,093 78 2 211 5 157 137 71 2,292 226 10,522

うち時間外対応 56 4 21 24 3 2 39 1 0 6 0 5 3 2 59 8 233

その他 214 23 187 200 54 5 626 24 0 202 3 113 62 94 241 120 2,168

うち時間外対応 1 0 3 6 1 1 5 0 0 2 0 2 1 0 2 2 26

合計 5,417 736 3,136 4,168 607 166 13,539 217 33 980 30 1,739 538 485 3,713 1,304 36,808

うち時間外対応 240 26 166 117 14 3 188 2 0 25 0 44 8 5 142 45 1,025

実人数 3,415 425 1,322 2,072 396 157 6,655 91 4 314 19 955 148 357 3,277 956 20,563

うち新規人数 2,485 254 709 954 252 153 1,918 57 3 103 18 516 76 156 3,058 604 11,316

５．地域支え合い活動推進事業・会議等

センター
えがお
の窓口

サービス事
業者

介護保険
制度全般

その他 合計 開催数 17 参加人数 372

延件数 20 10 7 2 1 40 開催数 9

実人数 20 10 7 2 1 40 回数 14 参加人数 24

会議数 33 参加人数 628

３．広報啓発・緊急対応 開催数 40 参加人数 498

回数 4,648 対象人数 23,571 会議数 256 参加職員数 359

回数 1,982 対象人数 5,671 会議数 253 参加職員数 291

件数 17 開催数 4 参加人数 40

開催数 33 参加人数 227

４．介護予防ケアマネジメント 開催数 27 参加職員数 29

管理数 うち新規数 うち継続数 うち委託数
委託数のう
ち新規数

回数 78 受講職員数 139

1,013 21 992 239 1 参加回数 80 参加職員数 89

802 20 782 107 1 件数 5,867

0 0 0 0 0 開催数 310

予防給付 2,019 23 1,996 486 10

モニタリング 回数 38,581 回数 4,058

セルは合計数ではなく、当該年度の3月の数値が入っています。

センター番号： 08

センター名： 垂水区

（令和2年度 年間）

困難事例
対応

地域
支え合い

活動
認定申請 その他 合計

２．苦情件数（再掲）

1．相談対応実績件数及び人数 （新規を含む）

総合相談支援 介護予防支援・
介護予防ケア
マネジメント

権利擁護
包括的・継続的
ケアマネジメント

　　地域ケア会議

　緊急対応件数（事故対応等） ケアマネ等研修会

介護リフレッシュ教室

運営推進会議

地域ケア会議の打ち合わせ

自センター主催の会議等

小地域支え合い連絡会

　広報・啓発 行政等主催の会議等

（内数）協議体機能を有するもの

（内数）介護予防普及啓
発に該当するもの

地域主催の会議等

セルフ型 （内数）ケース検討会

介護予防支援

サービス担当者会議

総合事業のサービスのみ

類型 研修

従来型 住民主体活動の後方支援

簡易型 個別ケース対応に関する他機関との連絡調整

資料1-1



令和 2 年度 センター連絡会等の開催状況 

1.あんしんすこやかセンター連絡会（各センター1 名以上参加、概ね毎月 1 回開催） 
活動報告、区からの情報提供、各ワーキングチームの報告、情報交換、研修報告等 

 
2.業務検討会ワーキング 

ワーキング名 内容 メンバー 
認知症対策 ・認知症高齢者声かけ訓練等の情報共有 

・見守り協定事業所を対象とした講演会 
の開催に向けての検討 

各センター1 名 
認知症地域支援推進員中心 

ケアマネジャー支援 ・ケアマネ名簿更新 
・事業所情報更新 
・高齢者虐待リーフレット集約 
・各センターのケアマネジャー支援の情

報共有 

各センター1 名以上 

地域ケア会議 ・各センターでの地域ケア会議の共有、 
地域課題集約 

・区地域ケア会議 １回 

各センター1 名以上 

 
3.あんしんすこやかセンター圏域での地域ケア会議 

センター テーマ 
桃山台 ・地域ケア会議の在り方、認知症に関する事例検討 

・地域ケア会議の開始に向けた検討 
・住⺠の声、想いを聴き、地域課題を共有する 

塩屋 ・認知症の早期発見と早期対応ができる地域づくりについて 
・独居で認知症が疑われるが他者が介入を拒否する高齢者 
・「しおや介護 SOS」（介護相談窓口のマーク）の実施に向けて 

東垂水 ・高丸春祭り（高齢者と子どもの交流）の代替案の検討 
垂水名谷 ・認知症を抱える女性とその家族の支援 

・認知症の⺟親と障害のある娘の⼆⼈暮らし世帯への支援 
平磯  令和 2 年度の開催なし 
本多聞 ・コロナ禍による高齢者の困りごと 

・見守りネットワークの可視化（舞子と共催） 
・精神疾患様症状のある対象者の情報共有と支援方法の検討 
・LSA 撤退に伴う今後の相談や連絡体制 

舞子台 ・あんしんすこやかルーム閉鎖後の地域支援 
神陵台  令和 2 年度の開催なし 
舞子 ・見守りネットワークの可視化（本多聞と共催） 

・金銭管理などが困難となっている認知症高齢者 
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令和３年度あんしんすこやかセンター事業計画書 

 
 
あんしんすこやかセンター名： 桃山台あんしんすこやかセンター  
 
 
令和３年度あんしんすこやかセンター事業において、以下のとおり取り組みます。 
 

１．運営体制（２４時間相談体制も含む）について 
月曜～土曜の 9 時～17 時 30 分はあんしんすこやかセンター職員が対応する。夜間及び日中の職員不在時

は、併設の特別養護老人ホームへ電話転送し対応する。夜間等の緊急時の連絡は、施設の宿直者、或いは

夜勤の介護職員が対応し、必要に応じ、あんしんすこやかセンターの職員に連絡する。 
 
２．職員の配置について 

保健師または看護師 1 名、社会福祉士 1 名、主任介護支援専門員 1 名、地域支え合い推進員 1 名

を配置する。 
 
３．総合相談支援業務について 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくために、高齢者や家族、地

域住民からの相談を受け、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス、機関または制度の利用

につなげていく等の支援を行う。地域に開かれたセンターを目指し、センターの広報を継続する。 
 
４．権利擁護業務について 
    高齢者虐待の相談窓口であること、報告義務について周知し、虐待の早期発見・防止に努める。高齢者虐

待対応の手引きに沿って、全職員が迅速に対応し、センター内や関係者間と連携し継続的に支援する。地

域の集いの場や行事の際にパンフレットを配布し、啓発を行う。 
成年後見制度の啓発を行い、職員の説明力の向上を目指す。また、地域住民への認知度を広げるよう努

める。必要性を感じたケースについては勧奨し利用につなげる。 
消費者被害を未然に防ぐため、圏域内の関係者に随時情報提供を行う。消費者被害の疑いのある情報を

入手した場合にはセンターに報告してもらうよう周知する。 
 
５．包括的・継続的ケアマネジメント業務について 

区内のセンターと協働で、関係者間の連携がより円滑に進むようネットワーク作りに取り組む。 
関係機関、地域のインフォーマルサービス等の情報収集を幅広く行い、リストを作成する。情報は各担

当者が、決められた期限内で更新し、関係者からの問い合わせがあった際には最新の情報が提供できる

ようにする。 
圏域全体の地域ケア会議を年２回開催し内容の充実を図り、他職種が連携できるような内容を企画・運

営する。事例検討会を中心に意見交換等を行い、ネットワークを構築する。更に、特定の地域で地域ケ

ア会議を行い、住民と課題を共有し課題解決に向けての取り組みに繋げる。また、困難事例等があった

場合には、随時必要なメンバーを招集し個別の事例検討会を開催する。 
圏域内の介護支援専門員対象に集いや勉強会を開催する。 
介護支援専門員からの相談があれば、共に考え側面的支援を行う。 
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６．介護予防ケアマネジメント業務について 
本人の生活環境・健康状態・生活機能低下リスク等を考慮した包括的なアセスメントを行う。自身でで

きることを活かし介護予防に取り組み、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。 
新型コロナ感染拡大防止のため地域行事が全面中止になり、地域に出向いて健康寿命の延伸に向けた取

り組みができるよう意識づけや介護予防の寸劇で広報啓発ができない状況が続いている。外出自粛によ

り、フレイルに陥る可能性がある。高齢者を対象にフレイル予防の取り組みについての聞き取りを実施

し現状を把握する。その結果をもとに必要であれば、取り組みに繋げる。 
 
７．地域支え合い活動推進事業について 

高齢者が住み慣れた地域で住民同士の見守り・支え合いができるよう、神戸市・区の生活支援コーディ

ネーター等と連携を図りながら、高齢化の進む地域を中心にコミュニティ作りや集いの場の後援を行う。 
地域住民と協働して「見守り活動」から「支え合い活動」へ発展させ、高齢者ができるだけ長く安心し

て生活できる地域づくりを目指す。 
 
８．認知症に関する取り組みについて 

認知症サポーター養成講座や認知症高齢者声かけ訓練を住民対象に開催する。 
介護リフレッシュ教室の内容や広報の仕方を工夫し、参加者の満足度アップと参加人数の維持を目指す。 
自助グループの開催の後援を行う。 

 
９．民生委員等地域との連携について 

民児協や友愛連絡会に出席し、民生委員及び地域支援者から地域資源の情報を収集・集約し地域へ還元

する。 
地域の連絡会等に参加し、高齢者の情報を収集・管理し、把握する。相談・通報に対しては、早期対応・

早期解決に努める。 
地域ケア会議へ参加してもらう。また、地域別に民生委員との意見交換会を開催し、より連携しやすい

関係作りを行う。 
 
１０．医療機関との連携について 

病院（医院）・歯科・薬局等の医療機関と積極的に連携し高齢者の心身状況に合った支援を行う。 
地域ケア会議に医師や歯科医師・薬剤師・病院関係者・医療介護サポートセンター等に参加してもらい

連携しやすい関係作りを行う。 
 
１１．その他関係機関との連携について 
  フォーマル、インフォーマルに関係なくあらゆる機関との連携を図る。各地域のふれあいのまちづくり協

議会や自治会、また障害者地域生活支援センター等とこれまで以上に連携を強化する。 
 
１２．公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について 
  適切な情報提供を行い、ご利用者及びご家族の意思を尊重し、正当な理由なく特定のサービス種類やサー

ビス事業者に偏りがないように努める。 
要支援者が要介護者となり居宅介護支援事業所の選定の際には、ご利用者及びご家族の希望により選定

してもらう。特に希望する事業所がない場合には一覧表を提示し、選定してもらう。 



 

 

令和３年度あんしんすこやかセンター事業計画書 

 
 
あんしんすこやかセンター名：塩屋あんしんすこやかセンター  
 
 
令和３年度あんしんすこやかセンター事業において、以下のとおり取り組みます。 
 

１．運営体制（２４時間相談体制も含む）について 
地域における保健福祉の拠点として、常に公正中立な運営に心がけ、専門職が相互に連携しながら適切な支

援を行う。 
研修に積極的に参加し、センター職員へ伝達し、共有をする。また、毎朝のミーティング等で情報共有や事

例検討を行い、職員のスキルアップにつなげる。 
個人情報保護については、神戸市個人情報取扱事務チェックリストを遵守し、定期的にチェック表により業

務のチェックを行う。 
営業日においてセンター職員で当番を決め、必ず１名は事務所に所在するようにし、電話や来所による相談

に対応できるよう努める。また、祝日には営業し、必要に応じて土曜日・日曜日も対応することで就労してい

る家族が相談しやすいようにする。営業時間外の夜間や土曜日・日曜日でも、電話転送により介護相談等に対

応できる体制を確保する。 
 

２．職員の配置について 
主任介護支援専門員１名、看護師１名、社会福祉士１名、地域支え合い推進員 2 名の４職種を配置し、地域

との連携を密にし、適切で迅速な対応が出来るようチームアプローチに努める。 
介護予防支援業務においては、地域包括支援業務とバランスをとり、すべての業務が円滑に行えるよう、セン

ター職員が担当するプラン数について配慮し、介護予防プラン作成担当職員を１名以上配置する。 
 
３．総合相談支援業務について 
高齢者が地域で安心して生活が継続できるよう地域の生活課題を幅広く把握し、相談を受け、介護サービス

にとどまらず、適切なサービス（インフォーマルを含む）・関係機関・各種制度の利用に繋げていくよう支援

し、各職種の専門性の向上に努める。その為には、社会資源情報を収集・更新して、情報を整理し、相談者等

に対して迅速・的確な情報提供・支援が出来るようにする。 
また、地域の情報を収集できるよう、地域活動への参加や行政・主治医等医療関係者・民生委員・ふれあい

のまちづくり協議会・自治会・サービス提供機関・専門相談機関等と連携を密にする。必要に応じ、また緊急

性を判断して民生委員と同行訪問等を行い、実態把握等を適切に行う。 
 

４．権利擁護業務について 
成年後見制度や地域福祉権利擁護事業について理解を深め、虐待や消費者被害が防止できるよう地域の民生

委員や関係機関との連携を図り、必要に応じてカンファレンス等を開催して、迅速に適切な問題解決が出来る

よう努める。 
神戸市高齢者虐待防止の手引きの内容を遵守し、区への報告、迅速な実態把握、コアメンバー会議の開催に

よる関係者との情報及び対応方針の共有、緊急度に応じた対応を関係機関と連携しながら行う。 
 地域住民や関係機関に対して、高齢者虐待防止や権利擁護、消費者被害防止について啓発を行う。また、地
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域ケア連絡会や高齢者の集いの場において消費者被害情報を情報提供し、啓発する。 
 センター職員に対しては、年 2 回以上高齢者虐待防止研修を実施する。 
 
５．包括的・継続的ケアマネジメント業務について 
地域ケア会議や地域ケア連絡会を開催し、地域団体やボランティア、介護支援専門員や介護サービス事業所

等に参加してもらい、関係性を強くし、連携を密にできるようにする。また、地域の方が身近に気軽に相談で

きるように塩屋独自の介護相談窓口マーク「しおや介護ＳＯＳ」を運用開始し、センターやえがおの窓口及び

それ以外の地域の協力者等により掲示し相談場所の周知の拡大を図る。 
介護支援専門員の個別の相談にも対応し、処遇困難事例に関しては、必要に応じて同行訪問等で対応する。

介護支援専門員対象の交流会をかねた勉強会を年１回開催し、介護支援専門員のもつ課題解決に向けて支援す

る。 
 

６．介護予防ケアマネジメント業務について 
包括的なアセスメントを行い、利用者が主体的に関わり、介護予防に関する具体的な生活目標をもって生活

できるようなケアプランの作成に努める。 
委託事業者への適切な介護予防ケアマネジメント業務について助言を行い、センターが責任を持って、介護

予防支援業務を担う。 
 

７．地域支え合い活動推進事業について 
地域全体で高齢者を見守り支え合える地域づくりを支援していく。そのために、民生委員と個別に面談して、

地域の情報や高齢者についての情報交換を行うとともに、民生委員からの個別の相談に応じる。また、地域で

開催しているふれあい給食会やふれあい喫茶、その他集いの場を訪問して地域の情報や高齢者の情報を収集す

るとともに必要に応じた後方支援を行う。 
 

８．認知症に関する取り組みについて 
認知症対応関連の取り組み等について広報する。 
認知症神戸モデルや神戸市安心登録について地域に広報する。 
認知症声掛け訓練やキッズサポーター養成講座の開催ができるよう支援する。 
地域での対応が難しい認知症事例について、こうべオレンジチームと連携することにより早期診断・早期対

応により住み慣れて地域での生活が継続できるよう支援する。 
 

９．民生委員等地域との連携について 
地域行事の参加や支援、地域ケア会議への参加を通して地域との連携を図る。 
民生委員や地域からの相談に迅速に対応し、必要時同行訪問等を行って、実態把握を行い、対応内容や今後

の方針について情報提供のあった民生委員と情報の共有を図る。 
 地域が取り組んでいる災害時要援護者支援・防災訓練、空き家対策等に参加して、地域の情報を収集すると

ともに、センターとして可能な範囲で協力する。 
 地域密着型介護サービス事業所が開催する運営推進会議に参加して、適正な運営に向けての意見や助言をす

るとともに、地域の情報について発信できるようにする。 
 
１０．医療機関との連携について 
地域の医療機関との交流の機会を持てるよう地域ケア会議への参加を呼びかけ、地域と他の機関とも連携で



 

 

きるようにする。 
常日頃から高齢者の健康管理や急変時の対応ができるよう、主治医へのケアプランの送付や面談を通して、

連携を密にしておく。また、入院時においては、医療機関への情報提供、退院時においては、在宅での生活に

対する相談や調整の為の退院時カンファレンスへの参加等を通して連携を図る。 
地域ケア会議で多職種参加型模擬事例検討会を開催し、医療機関からの参加を依頼し、地域関係者との連携

を図る。 
医療介護サポートセンターとの連携を通して、医師・歯科医師・薬剤師等との連携を強固なものにしていく。 
 

１１．その他関係機関との連携について 
介護保険関連にとどまらず、相談内容に応じて行政を含めた相談窓口・ボランティア等との連携に努め、総

合相談窓口としての役割が果たせるように努める。 
 

１２．公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について 
高齢者本人・家族の意向を尊重し、相談に対しては迅速で、適切な対応に努める。サービスが必要な場合に

は、利用者及び家族の意向を確認した上で、サービス提供事業者を複数紹介し、パンフレット等を活用して利

用者及び家族が意思決定できるような説明や援助を行う。 
特定の事業者や機関に偏ることなく、地域の多機関と連携し、地域の生活課題の把握や問題解決に努める。 

 



 

 

令和３年度あんしんすこやかセンター事業計画書 

 
 
あんしんすこやかセンター名：  舞子あんしんすこやかセンター   

 
 
令和３年度あんしんすこやかセンター事業において、以下のとおり取り組みます。 
 

１．運営体制（２４時間相談体制も含む）について 
センターの営業時間は月曜日～土曜日（祝日含む）9 時から 17 時 30 分とし、時間外や日曜日及び年末年

始 12 月 31 日から 1 月 3 日については、母体法人が設置している舞子の施設（24 時間体制）と連携を取り、

相談対応ができる体制を継続する。また、センター長が常時事業所携帯を持つことにより緊急時対応に備え

る。 
 
２．職員の配置について 

主任介護支援専門員 1 名、社会福祉士 2 名、保健師または経験のある看護師 1 名、地域支え合い推進員 1
名を配置し、福祉・医療の多様な相談に対して各々の専門知識・経験を生かしてチームアプローチで地域包

括支援センター事業の円滑な推進を図っていく。また、地域支え合い推進員を中心に地域の見守りの強化、

住民主体のフレイル予防活動、地域づくりに向けた側面的支援を行う。 
 
３．総合相談支援業務について 

地域住民が安心して住み慣れた地域において、長く安定した生活ができるように支援体制を整え、地域の

総合相談窓口として多種多様な相談に対応できるように地域資源の把握や発掘を行い、情報を整理すること

により地域に還元・活用できる体制整備を進める。 
日頃から地域に積極的に出向いて顔の見える関係性作りを心掛け、気軽に相談して頂ける関係性や環境作

りに努める。地域に出向いた際には、地域住民の生の声にも耳を傾け、こまめに記録に残すことにより課題

抽出につなげる。 
相談受付内容については、データ管理を行うことにより地域特性を把握し、傾向に応じた対策を検討する。

また、丁寧な後追い作業により切れ目のない対応を心掛ける。 
多様化する高齢者の課題に対応できるよう日頃から他機関とのつながりを大切にし、相談内容に応じて適

切な情報提供や適切な関係機関につなぐ役割を担う。 
センターが中心となり介護に取り組む家族をはじめとして、地域の多様な機関、事業所、ボランティア等

と必要に応じて関り、ネットワーク構築を推進して、互いの相互作用により相談対応の幅を広げていく。 
 

４．権利擁護業務について 
高齢者虐待や消費者被害、成年後見制度に関する普及啓発を継続的・積極的に行う。日頃から民生委員を

はじめとする各地域団体や居宅介護支援事業所、サービス事業所、医療機関等と情報交換を行う機会を持ち、

身近な相談窓口として認識頂くことにより早期相談・早期介入に繋げる。        
悪質商法被害防止に向けた取り組みを警察や生活情報センターと密に連携を図ると共に、定期的に被害状

況周知を地域やサービス事業所に向けて行うことによりタイムリーな情報発信を継続する。 
虐待（疑い含む）通報が入った際には、迅速に実態把握を行い高齢者の安全を確保する。複数名での対応

を原則とし、関係機関や行政との連携を密にとり、状況については定期的・随時センター内で情報共有を図 
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り、各専門職の特性を生かしてチームアプローチの下適切な対応を行う。個人情報については特に慎重に取

り扱い、客観性に基づいた冷静な対応を行う。また、養護者が抱え込んでしまい追い込まれないように介護

リフレッシュ教室の周知や必要な情報提供を行い、養護者支援の視点を重視する。さらに、ケアマネジャー

支援にも注力し、支援者が疲弊しないよう後方支援を行う。定期的な評価を行いながら、センター全体とし

て関わる体制を維持する。 
 
５．包括的・継続的ケアマネジメント業務について 

地域の社会資源やインフォーマルサービスについては幅広く情報収集に努め、冊子の情報の更新を行い、

相談対応時や各関係機関との共有に活用する。 
 地域診断を通した地域課題の抽出や、個別事例・典型事例の検討による個別課題の解決の検討を積み重ね

ることにより、より具体化した課題解決への取り組みを行う。小地域単位での地域ケア会議を開催し、より

細分化した地域の特徴やニーズの把握に努め、地域の強みを生かしながら住民が主体的に地域づくりに参加

していけるよう各団体とのパイプ役やマッチング機能を果たしていく。 
  また、圏域内・委託先居宅介護支援事業所のケアマネジャーや３師会、リハビリセラピスト職員と事例検

討会を行う機会を持ち、ケアマネジャーのスキルアップや医療・介護連携の推進に向けた取り組みを実施し、

そこから見えてくる高齢者が抱えてくる課題についても共有することを目指す。 
 
６．介護予防ケアマネジメント業務について 

「自立支援」の観点から、高齢者本人が持つ力についてきめ細やかなアセスメントを実施し、各関係機関

と密に連携をとりながらケアプランを立案する。 
  地域に積極的に出向きフレイル予防の普及啓発を行い、住民への意識付けを行う。無関心層や閉じこもり

がちな方にも地域とのつながりを持って頂けるきっかけ作りを地域と共に模索し、専門職の協力も得ながら

地域での取り組み支援を行っていく。 
  また、元気な高齢者が地域の中で役割を発揮できる機会を増やせるよう地域のニーズ把握やマッチングを

区社会福祉協議会と連携をとりながら行い、健康寿命の延伸を目指す。 
 
７．地域支え合い活動推進事業について 

地域で交流が持てる集いの場や社会資源の活用が活発に行われるよう、積極的に地域に出向き地域の方と

の交流を深めていく。 
地域の課題を住民が主体的に解決していけるような動機付けに努め、より幅広い機関と連携を図りながら

住民相互の支え合いや見守りが行えるしくみを地域全体で作れるよう地域力を高める側面的支援を行う。ま

た、そうした地域づくりを行う過程の中で各関係機関とのネットワーク構築をさらに深めていく。 
こども・若者ケアラ―の支援についても、地域の関係機関と共同で少しでも多くの子ども・若者ケアラ－

を発見、支援できるようにしていく。また適切に対応できるように情報共有、課題整理、今後の対応を速や

かに関係機関で連携し可能な対応、支援を実施していく。 
  実態把握事業についても切れ目ない支援を行い、必要時こまめにセンター内で情報共有することにより統

一した対応をとり、センター内各専門性を発揮しながら適切な関係機関や制度に繋ぐタイミングを掴む。 
 
８．認知症に関する取り組みについて 

認知症の人にやさしいまちづくり条例に基づく「神戸モデル」の普及啓発を継続し、早期受診の推奨や安

全に生活して頂くための環境整備について情報発信していく。幅広い世代の地域住民や協力事業者等に認知

症に対する正しい知識を持って頂くため「認知症サポーター養成講座（キッズサポーター養成講座）や「認



 

 

知症高齢者見守り訓練」の実施、地域ケア会議やケースカンファレンスによる認知症の事例検討を通して認

知症に関する理解を深める機会を持ち、互いに助け合える地域づくりを目指していく。 
  日頃の相談対応については、医療機関や認知症サポート医、認知症初期集中支援チーム等と連携をとり、

早期受診や適切な治療および介護の提供に必要な環境整備を進めていく。 
 
９．民生委員等地域との連携について 

民生委員からの相談には、引き続き丁寧かつ迅速に対応し、信頼関係を深めてスムーズな連携体制を構築

する。民生委員も高齢化が進んでいるため、「支援者を孤立させない」支援を行うため、日頃から顔の見え

る関係性づくりを行うよう努める。個人情報保護の観点を守りつつ、民生委員とケアマネジャー・サービス

事業所等介護保険事業所との連携がスムーズかつ密に行えるような体制構築を目指していく。 
  ふれあいのまちづくり協議会や老人会・婦人会その他の地域団体とも日頃から接点を多く持ち 
顔の見える関係性を作り、気軽に相談して頂ける存在となる。 

 
１０．医療機関との連携について 

地域の高齢者が安心して自立した生活を送れるよう健康維持の重要性を周知し、かかりつけ医や専門医に

よる受診を推奨して日頃から健康に配慮した生活が送れるよう支援する。 
  また、個別事例検討や日常的な関わりの中で３師会やリハビリ職・栄養士等との連携を意識し、接点を多

く持つ中で日頃の連携がスムーズに行える関係性作りを心掛け、各区に配置されている医療介護サポートセ

ンターとも積極的に連携を図り、多職種連携を図る。 
 
１１．その他関係機関との連携について 

地域の高齢者を取り巻く様々な課題に対応するため、ふれあいのまちづくり協議会構成団体、サービス事

業所、介護医療サポートセンター、NPO 法人、ボランティア、すまいるネット、専門職団体、店舗、銀行、

郵便局、協力事業者等幅広い機関との連携に努める。 
  地域づくりの活動過程の中で、連携がとれる機関を増やしていき、より幅広い団体との連携の下センター

の対応力向上を目指していく。 
 
１２．公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について 

適切な情報提供を行うことで、高齢者の意思決定を支援し、正当な理由なく特定の事業所に偏りが生じて

いないか検証する機会を持ち、公正中立な業務の運営に努めていく。また、要支援者が要介護になった場合

には、引き継ぎ先を高齢者の意思に基づいて選ぶことができるよう必要な情報提供を行うと共に「指定居宅

介護支援事業所の選定における確認書」を確実にとる。 
 



 

 

令和３年度あんしんすこやかセンター事業計画書 

 
 
あんしんすこやかセンター名：東垂水あんしんすこやかセンター 
 
 
令和３年度あんしんすこやかセンター事業において、以下のとおり取り組みます。 
 

１．運営体制（２４時間相談体制も含む）について 
  要援護者もしくは要援護者となる恐れのある高齢者または家族などへの対応として、24 時間体制で取

り組みます。具体的には、センターでは担当者の勤務を 8 時から 18 時とし、相談者がいつ窓口に来られ

ても対応できるようにしています。18 時から翌朝 8 時においては、併設の施設の事務員または宿直職員

が電話対応します。土・日曜日、祝日、年末年始も交代で勤務しています。緊急時は緊急対応のマニュア

ルに基づき対応を行えるよう徹底し、対応困難な場合には、センター内で話し合いを行い、チームで対応

するように努めています。個人ケースや相談受理したケースについては、誰もが確認しやすいように整理

を行いセンター内で情報共有し、必要時は各担当職員に直接連絡をとれる体制を整えています。今後も緊

急度に応じ迅速かつ適切な対応をし、公正・中立の立場を遵守しながら事業運営を行っていきます。また

市内の新型コロナウイルス感染者が増加した際には、出務者を調整し対応していきます。 

 

２．職員の配置について 
  センター職員は、①保健師 2名、②社会福祉士 3名、③主任介護支援専門員 2 名、④地域支え合い推進

員 2名、⑤プランナー2.0 名を配置し常勤としています。センター業務の質を向上させるために各種研修

に参加し、センター内で復講研修を行っています。 

センター内での勉強会も計画・開催しており、各職員の資質向上・自己研鑽に努めています。定期的に開

催される法人内勉強会にも参加しています。 
 
３．総合相談支援業務について 
  地域団体等や地域住民にセンターの役割を周知してもらい、より早期に相談が入ってくるような体制を

構築していきます。地域の行事や会議などを通じて広報し、より相談しやすい窓口を目指します。また保

健・医療・福祉等の専門職やボランティア等が専門性や能力を活かし連携することにより、地域の様々な

社会資源を活用した継続的かつ包括的ケアが行われるよう総合的な相談・支援を行います。面接時は職員

が各種相談に対し緊急性の判断、必要な関係者との連携がスムーズにできるように面接技術の向上も行い

ます。 

 
４．権利擁護業務について 
  社会福祉士を中心に地域の居宅介護支援事業所・サービス提供事業所や民生委員等の関係機関と連携を

図り、地域高齢者の情報収集に努め、消費者被害の実態把握を行ないます。神戸市内の消費者被害ついて

は、チラシ等を作成し定期的に地域住民へ情報提供を行ないます。特に圏域内での被害については情報が

入り次第、迅速にチラシを用い発生地域周辺について重点的に注意喚起を行ないます。また、地域の給食

会や集いの場等に参加し、消費者被害についてレクリエーションやチラシ、パンフレットを用いわかり易

く伝えて、身近に起こりうる事と認識してもらいます。 

成年後見制度・日常生活自立支援事業に対する啓発活動についても、民生委員の定例会等において積極
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的に行っていきます。 

虐待(消費者被害)ケース発見及び通報時、速やかに実態把握、情報収集に努め、関係機関との連携・セ

ンター内で情報共有を行い、役割分担しながら対応します。民生委員や地域の方々にリーフレットを用い

て高齢者虐待について知識を深めてもらい、あんしんすこやかセンターへ早期に相談して頂けるよう、虐

待の防止及び早期発見を目指すための広報啓発を行います。また医院や薬局へのリーフレット設置依頼を

行い、多様な家族構成の世帯にも意識を持ってもらえるようアプローチを行います。 

 

５．包括的・継続的ケアマネジメント業務について 
  今まで進めてきた地域の居宅介護支援事業所やサービス事業所・民生委員など関係団体、医療機関が一

緒に集う地域ケア会議は引き続き開催する。 

地域住民に参加して頂ける、小学校区等小さな単位の地域ケア会議の開催を調整し、地域住民と地域の

課題をともに考え、共有できるようにします。 

また、個別ケースの地域ケア会議の開催については、地域の課題として共有できるような、事例を取り

上げることが出来るように基準を確立し、事例を通して地域課題の抽出と解決策が検討できるようにしま

す。 

介護支援専門員を対象としたケアマネの集いは新型コロナウイルスの状況を勘案しながら、2回の開催

を目標とし、各社会資源と連携体制の構築を支援するとともに、課題解決に向けた考え方と専門性や知識

を持つことが出来る様に個々の介護支援専門員のスキルアップを図ります。 

地域の介護支援専門員が抱える処遇困難事例については、相談内容に応じた情報提供や同行訪問、関係

機関に対し協力を得ることで問題の改善・解決に繋げ、その後も経過を定期的に確認します。 

 
６．介護予防ケアマネジメント業務について 
  心身機能を軸に、社会的関係の築き方の状況や取り巻く諸環境等をおさえながら、介護保険サービスに

とどまらず、介護が必要な状態になることを予防します。 

また、コロナ禍でフレイルのリスクが懸念されており、適切にフレイル予防の啓発を行うとともに、地

区診断を基に、介護予防の啓発を行います。そして、個々の生活機能向上を把握し、適切な評価・見直し

を行うことで、本人がより主体性を持って活発に地域で生活が継続できることを目指し、サービスが包括

的・効果的に提供されるよう支援します。 

 
７．地域支え合い活動推進事業について 

地域で暮らす高齢者へ適切な情報提供に向けて、地域にあるインフォーマル資源の整理・実態把握を行

います。また住民同士が支えあえる体制づくりに向けて、地域に不足しているインフォーマル資源につい

て地域課題として住民と共有する機会を持ち、住民の主体性へつなげていきます。コロナ禍の中で活動し

ている、既存の地域のつどいなどの開催状況の確認を行ないつつ、必要時支援を行い、今後も継続してい

けるよう担い手の育成等について主催者との話しあいを行います。また集いの場助成事業についても、必

要時住民へ説明し、新たな活動のニーズ発掘を行ないます。 
 
８．認知症に関する取り組みについて 
   できるだけ早い段階から認知症の方やその家族にかかわり、支援していくため地域における医療・介護

の連携を進めていきます。また、地域の方の認知症への理解を深める為認知症サポーター養成講座の推進

や、認知症声かけ訓練、神戸モデルの啓発を行っていきます。声かけ訓練や認知症サポーター養成講座に

関しては、昨年度実施した地域に今年度も引き続き実施の依頼をし、訓練や講座が住民の自主的な活動の



 

 

機会となるよう働きかけていきます。そのほかの地域に対しても、新型コロナウイルス感染症の情勢を見

ながら、地域の実情に応じて実施を促していきます。 
  

 
９．民生委員等地域との連携について 

地域の連絡会や行事に積極的に参加し、民生委員をはじめとするふれあいのまちづくり協議会等との関

係維持に努めます。民生委員とも顔合わせや情報交換を行なう事で、信頼関係を築きます。これまで顔合

わせを行った自治会や地域団体との関係性を深め、支援が必要な高齢者の早期発見に向けた取り組みを共

に考えます。今後も引き続き、小地域支え合い連絡会など小地域ごとの支援者が集まる機会を企画し、地

域支援者同士が上手く繋がり、個々の負担が軽減し、地域全体で高齢者を支えられる様支援していきます。

民生委員の交代もあったため、民生委員と地域のケアマネジャーとの交流の機会を作り、支援者同士のネ

ットワークづくりを行ないます。方法として CM と民生委員との顔合わせの場を設けたり、書面等を通じ

た情報共有を行ないます。 

 
１０．医療機関との連携について 

地域の医療機関にセンターの役割（地域の総合相談窓口）を理解してもらうように努めます。個別ケ

ースを通して、必要に応じ直接医療機関へ伺い、現在の状況及び予後について医学的見地からの情報を

収集します。身体状況や利用者を取り巻く環境等を伝え共有し、介護予防支援計画に生かしていくと共

に関係を強化し、高齢者が医療を受けながら住み慣れた地域で在宅生活が継続できるよう、連携を図り

ながらサービスが円滑に提供されるよう支援します。 

また引き続きセンターが主催する地域ケア会議において、医師・歯科医師・薬剤師等と連携し、協働

できるよう働きかけを行っていきます。 

 
１１．その他関係機関との連携について 

センターが円滑かつ効率的に事業内容を推進し、サービスが有機的に提供できるように行政、その他

の保健・医療・福祉関係（居宅介護支援事業所・サービス事業者）機関や地域の関連団体（ふれあいの

まちづくり協議会・婦人会・自治会・老人会等）、医療介護サポートセンターと協働します。また地域ケ

ア会議を活用し、地域の課題を共通認識し、各関係機関と共に取り組み、地域包括ケアを目指していき

ます。 
 
１２．公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について 

センターの運営にあたっては、提供されるサービスが、正当な理由なく特定の種類又は特定のサービ

ス事業者に偏ることがないように、センター内で定期的に確認します。 

要支援者が要介護状態となった場合、利用者・家族の意向を確認し、希望する居宅介護支援事業所を選

定してもらいます。特に希望する事業所がない場合は居宅介護支援事業所リストを提示し選択してもら

い、特定の事業所に偏ることがないよう留意していきます。 




